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組合員の皆様 

 
2013年 10月 22日 

 

財政状態、勘定未閉鎖保険年度および2014年保険年度の保険更改について 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 
2013 年 10 月 18 日に理事会会議を開催し、本クラブの財政状態、勘定未閉鎖保険年度および
2014保険年度の保険更改について検討しました。 

 

財政状態 
 
本クラブの財政状態は引き続き良好です。ただし、少額の保険引受損失が発生しているため、本
年度末には自由準備金（フリーリザーブ）がわずかに減少すると見込んでおります。ここ数年と
は異なり、本年度の投資収益は横ばいであったため、投資収益からの相当額の補助金は見込んで
おりません。 

 

勘定未閉鎖保険年度 
 
P&Iクラス 

 
2011／2012 保険年度：本保険年度のクレームはわずかに改善しました。予定外保険料は見込まれ
ておりません。理事会は、解除保険料を年間保険料の 3.5％にすることを決定しました。本保険年
度は 2014年 5月に閉鎖される予定です。 

 
2012／2013 保険年度：本保険年度のクレームは、以前の予測よりもわずかに改善しましたが、保
険引受損失は依然として見込まれています。国際グループのプール・クレームは特に多額に上り
ました。予定外保険料は見込んでおりません。理事会は、解除保険料を年間保険料の 4.5％にする
ことを決定しました。 

 
2013／2014 保険年度：本保険年度の結果を確定するには時期尚早ですが、クレームはおおむね前
保険年度と同様に進展中で、保険引受損失が見込まれます。しかしながら、予定外保険料は見込
んでおりません。理事会は、解除保険料を年間保険料の 14％にすることを決定しました。 

 
 
 
 
 
ディフェンスクラス 
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近年、クレームに若干の改善が見られたものの、クレームは依然として高額です。しかしながら、
予定外保険料は見込んでおりません。 

 
理事会は、解除保険料を 2011／2012 保険年度は年間保険料の 3.5％に、2012／2013 保険年度は
同 4.5％に、2013／2014保険年度は同 14％にすることを決定しました。 

 
 
 

2014年 2月 20日の保険更改 

 
P&Iクラス 

 
多くの組合員の皆様が非常に厳しい取引状況に直面されていることに鑑みて、理事会では近年、
P&I の保険コストの増加を抑えようと努めております。理事会は、本クラブの良好な財政状態を
本保険年度も維持するために、バランスの取れた引受けを視野に入れて次保険年度の予算を設定
することにしました。従いまして、理事会は、12.5％のジェネラル・インクリースが必要である
と決定しました。例年通り、リスクエクスポージャーと記録を考慮したうえで、国際グループの
再保険費用増加分は組合員の皆様にご負担いただく予定です。 

 
保険料の分割払い方式につきまして、12.5％の増加分の支払いは全額 2015 年まで延期されるよう、
予定保険料の 60％は 2014年中に、残りの 40％は 2015年 11月に、支払い調整される予定です。 

 
理事会は、昨年と同様に、免責額が満足のいく保険引受実績の達成に資するよう努めています。
従いまして、免責額を 10％引き上げることとし、免責額が 10,000 ドル以下の場合は 1,000 ドル
の増加額とすることを決定しました。 

 
ディフェンスクラス 

 
理事会は、12.5％のジェネラル・インクリースを決定しました。 

 
理事会はまた、5百万ドルの補償限度（通常どおり、免責額が適用されます）を設けることを決定
しました。本クラブは、補償限度を導入することにより、国際グループの他の多くのクラブと同
水準となります。 
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 保険更改に関するその他の事項（本クラブの再保険、戦争およびテロのリスク、米国でのタンカ

ー向け航海サーチャージならびに補償限度に関する変更の可能性等）の追加最新情報については、

追ってお知らせいたします。 

 

敬具 

 
 
Alistair Groom 

Chief Executive  

Charles Taylor & Co Limited 

 

Direct Line:  +44 20 3320 8899 

E-mail:  alistair.groom@ctplc.com 

 

（本回覧は、英文クラブ回覧を組合員各位の便宜のために日本語に仮訳したものです。） 
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